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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、お客様本位の事業活動を通じて社会に貢献し、信頼を得ることを経営の基本方針としております。また、長期安定的に企業価値を最大化
し株主の皆様の利益を確保するためには、経営における透明性と客観性の確保は不可欠であることから、コーポレート・ガバナンスの強化を経営
の最重要課題の一つと位置付けております。

当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ウェブサイトにて公表しておりま
す。

「コーポレートガバナンス基本方針」：https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/policy.pdf

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

全ての原則について、2018年６月に改訂されたコードに基づき記載しており、全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1- 4 いわゆる政策保有株式】

「コーポレートガバナンス基本方針」第18条（政策保有株式）をご参照ください。

【原則1- 7 関連当事者間の取引】

「コーポレートガバナンス基本方針」第19条（関連当事者間取引）をご参照ください。

【原則2- 6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

企業年金基金には、年金運用の専門能力・知見を有する者を任用するとともに、定期的に開催される資産運用委員会についてモニタリング等の
取り組みを実施しております。

【原則3- 1 情報開示の充実】

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

企業理念、行動指針については、「コーポレートガバナンス基本方針」第３条（企業理念・行動指針）及び当社ウェブサイトをご参照ください。

「長谷工グループ理念」：https://www.haseko.co.jp/hc/company/philosophy.html

経営戦略、経営計画については、中期経営計画の概要を当社ウェブサイトにて公表しております。

「中期経営計画」：https://www.haseko.co.jp/hc/ir/mid-term.html

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ウェブサイトにて公表しておりま
す。

「コーポレートガバナンス基本方針」：https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/policy.pdf

（3）取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

「コーポレートガバナンス基本方針」第９条（報酬）をご参照ください。

（4）取締役会が取締役・監査役候補の指名及び解任を行うに当たっての方針と手続

「コーポレートガバナンス基本方針」第７条（取締役候補の指名及び取締役の解任の方針・手続）及び第10条（監査役候補の指名方針・手続）をご
参照ください。

（5）個々の選任・指名についての説明

当社の取締役・監査役候補者の指名の説明については、株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しておりますので、ご参照ください。

「株主総会」：https://www.haseko.co.jp/hc/ir/stocks/meeting.html

【補充原則4- 1- 1 取締役会の役割・責務】

「コーポレートガバナンス基本方針」第５条（取締役会の役割・責務）１項をご参照ください。

【原則4- 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

「コーポレートガバナンス基本方針」別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。

「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件」：

https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf

また、本報告書の「２． １．【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」にも記載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則4- 11- 1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】

「コーポレートガバナンス基本方針」第６条（取締役会の構成）３項、第７条（取締役候補の指名及び取締役の解任の方針・手続）１項、同条２項及



び同条３項をご参照ください。

【補充原則4- 11- 2 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】

「コーポレートガバナンス基本方針」第11条（兼任）をご参照ください。

取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況については、株主総会招集通知の事業報告にて開示しておりますので、ご参照ください。

「株主総会」：https://www.haseko.co.jp/hc/ir/stocks/meeting.html

【補充原則4- 11- 3 取締役会の実効性分析評価】

「コーポレートガバナンス基本方針」第８条（取締役会の実効性分析評価）をご参照ください。

2019年度の取締役会の実効性について、「コーポレートガバナンス基本方針」に則り、分析・評価を行った結果、当社取締役会では建設的で活発
な議論が行われており、実効性が十分に確保されていることを確認しております。なお、分析・評価の概要および結果は以下のとおりです。

(１)評価方法

全取締役および監査役に対して取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、その結果と2019年度の取締役会運営についての事務局からの
報告を踏まえた上で、2020年４月16日の取締役会にて、監査役会および各取締役からの意見表明に基づき審議し、取締役会全体の実効性を分
析・評価しました。

(２)評価項目

①機関設計・構成：人数、独立社外取締役の割合、多様性、開催頻度、所要時間

②運営：付議事項の数・内容、付議資料の質・量、事前配布の時期、事前説明の質

③審議：会議における建設的な議論・多角的な検討、気風、自身の役割・責務

④PDCA：指摘事項への対処、決議後の結果報告、改善への取組み

(３)評価結果と今後の対応

分析・評価の結果、実効性が十分に確保されていることと、評価結果で認識された若干の課題に対して改善に取組んでいくことを確認しておりま
す。

今後も、取締役会の実効性分析評価を取締役会の更なる改善に活用し、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

【補充原則4- 14- 2 取締役・監査役に対するトレーニング方針】

「コーポレートガバナンス基本方針」第12条（取締役・監査役に対するトレーニング方針）をご参照ください。

【原則5- 1 株主との建設的な対話に関する方針】

「コーポレートガバナンス基本方針」第17条（株主との対話）をご参照ください。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド（常任代理人　香港上海銀行東京支店） 52,532,200 17.74

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 23,512,200 7.78

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 16,364,000 5.52

株式会社りそな銀行 12,609,992 4.25

住友不動産株式会社 7,152,000 2.41

長谷工グループ従業員持株会 6,776,262 2.28

株式会社みずほ銀行 6,350,000 2.12

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
5,704,787 1.92

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 4,955,800 1.67

JP MORGAN CHASE BANK 385151

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
4,887,897 1.65

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

【大株主の状況】は、2020年３月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

1 2018年12月５日付にて野村證券株式会社及びその共同保有者より株券等の大量保有報告書（変更報告書）が提出されておりますが、2020年３

月31日現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、【大株主の状況】には含めておりません。なお、当該大量保有報告書による
2018年11月30日現在の株式保有状況は以下のとおりであり、野村證券株式会社が消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCから

194千株、機関投資家等から231千株の借株を行っている旨、NOMURA INTERNATIONAL PLCに82千株、機関投資家等に512千株の貸株を行っ

ている旨、NOMURA INTERNATIONAL PLCが消費貸借契約により、野村證券株式会社から82千株、機関投資家等から306千株の借株を行ってい

る旨、野村證券株式会社に194千株、機関投資家等に418千株の貸株を行っている旨、野村アセットマネジメント株式会社が消費貸借契約により、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に196千株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社に29千株の貸株を行っている旨の記載があります。

・保有者：野村證券株式会社他２名

・保有株式数：16,716,377株



・保有割合：5.56％

2　2019年４月22日付にて株式会社みずほ銀行及びその共同保有者より株券等の大量保有報告書（変更報告書）が提出されておりますが、共同
保有者であるアセットマネジメントOne株式会社の2020年３月31日現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、上記大株主の状況
にはアセットマネジメントOne株式会社を含めておりません。なお、当該大量保有報告書による2019年４月15日現在の株式保有状況は以下のとお
りであり、アセットマネジメントOne株式会社が株券消費貸借契約により、クレディ・スイス証券に359千株、みずほ証券に31千株、三菱ＵＦＪモルガ
ン・スタンレー証券に115千株、大和証券に37千株、野村證券に19千株の貸株を行っている旨、BNP Paribas Arbitrage SNCから210千株、

SOCIETE GENERALE, PARISから１千株の借株を行っている旨の記載があります。

・保有者：株式会社みずほ銀行他２名

・保有株式数：17,720,900株

・保有割合：5.89％

3　2020年２月３日付にて三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社及びその共同保有者より株券等の大量保有報告書（変更報告書）が提出されております
が、2020年３月31日現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報
告書による2020年１月27日現在の株式保有状況は以下のとおりであり、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が株券消費貸借契約により、三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券に10千株の貸株を行っている旨、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が野村證券株式会社との間で先物等取引証拠金代用有価証
券３千株を行っている旨、株券消費貸借契約により、日本証券金融株式会社に50千株、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に216千株、
みずほ証券株式会社に37千株、バークレイズ証券株式会社に177千株、ＢＮＰパリバ証券株式会社に148千株、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
株式会社に68千株の貸株を行っている旨、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が株券消費貸借契約により、日本マスタートラスト信託銀
行株式会社から228千株の借株を行っている旨、松井証券株式会社に124千株、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に３千株、ＵＢＳ証券株
式会社に０千株の貸株を行っている旨、日本証券金融株式会社との間で品貸取引32千株を行っている旨の記載があります。

・保有者：三菱UFJ信託銀行株式会社他２名

・保有株式数：11,969,400株

・保有割合：3.98％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

(1) 当社は、親会社及び上場子会社を有しておりません。

(2) 現時点において、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えると考えられる事実等はございません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

高橋　修 他の会社の出身者 △

一村　一彦 他の会社の出身者 △

小神　正志 他の会社の出身者 △

長崎　真美 弁護士

小椋　敏勝 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



高橋　修 ○

当社と三井物産株式会社及び日本ユニシ
ス株式会社との取引は、連結売上高の
１％以下であります。尚、高橋修氏は2009
年３月に三井物産株式会社を退職し、既
に10年以上経過しております。

日本を代表する総合商社である三井物産株式
会社において情報産業分野での新事業の開発
や、コンシューマーサービス事業での市場・顧
客ニーズをふまえた事業開発を推進した豊富
な経験を有していること、また日本ユニシス株
式会社の代表取締役として、コンピューターシ
ステムやソフトウェアの開発等を行う会社の経
営運営にあたった企業経営者としての豊富な
経験・実績を有していること、社外取締役就任
以降も当社のガバナンス強化に多大に寄与し
ていることから、当社経営に資するところが大
きいと判断しております。

当社と三井物産株式会社及び日本ユニシス株
式会社との取引は、連結売上高の１％以下で、
当社の独立性基準を満たしており、一般株主と
利益相反のおそれがない独立性を有している
と判断しております。

一村　一彦 ○

当社と三菱商事株式会社及び三菱商事
都市開発株式会社ならびに株式会社アサ
ツーディ・ケイ（現 株式会社ＡＤＫマーケ

ティング・ソリューションズ）との取引は、連
結売上高の１％以下であります。

日本を代表する総合商社である三菱商事株式
会社において、市街地再開発や大型商業開発
などの事業を推進した豊富な経験を有している
こと、三菱商事都市開発株式会社の代表取締
役として、商業施設を中心とした収益不動産の
デベロッパーの経営運営にあたった企業経営
者としての豊富な経験・実績を有していること、
株式会社アサツーディ・ケイの執行役員として、
消費者を対象としたビジネスの視点も有してい
ること、社外取締役就任以降も当社のガバナン
ス強化に多大に寄与していることから、当社経
営に資するところが大きいと判断しております。
尚、当社と三菱商事株式会社及び三菱商事都
市開発株式会社ならびに株式会社アサツー
ディ・ケイ（現 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソ

リューションズ）との取引は、連結売上高の１％
以下で、当社の独立性基準を満たしており、一
般株主と利益相反のおそれがない独立性を有
していると判断しております。

小神　正志 ○

西日本建設業保証株式会社相談役

当社と西日本建設業保証株式会社との取
引は、連結売上高の１％以下であります。

国土交通省の出身で住宅局担当の大臣官房
審議官・国土計画局長を歴任し、建設不動産
業に関する高い見識を有していること、西日本
建設業保証株式会社の代表取締役として保証
会社の経営運営にあたり、経営者としても豊富
な経験・実績を有していること、社外取締役就
任以降も当社のガバナンス強化に多大に寄与
していることから、当社経営に資するところが大
きいと判断しております。尚、当社と西日本建
設業保証株式会社との取引は、連結売上高の
1％以下で、当社の独立性基準を満たしてお
り、一般株主と利益相反のおそれがない独立
性を有していると判断しております。

長崎　真美 ○

石井法律事務所弁護士

当社は同事務所と特別の利害関係はあり
ません。

いちごグリーンインフラ投資法人執行役員

当社は同社と特別の利害関係はありませ
ん。

弁護士としての多様な経験と法務全般に関す
る知見を有しており、当社の主要な事業である
建設工事に関する職務にも携わっております。
また、執行役員として投資法人の業務全般の
執行にあたり、企業運営上の経験・実績も有し
ていること、社外取締役就任以降も当社のガバ
ナンス強化に多大に寄与していることから、当
社経営に資するところが大きいと判断しており
ます。尚、当社と同氏が所属する石井法律事
務所との間に顧問契約等はなく、また、当社と
同氏が執行役員を務めるいちごグリーンインフ
ラ投資法人との間に取引はなく、当社の独立性
基準を満たしており、一般株主と利益相反のお
それがない独立性を有していると判断しており
ます。



小椋　敏勝 ○

一般社団法人情報通信設備協会会長

当社は、同協会と特別の利害関係はあり
ません。

当社と日本電信電話株式会社、西日本電
信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・ビジ
ネスアソシエ株式会社との取引は、連結
売上高の２％未満であります。

西日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・
ビジネスアソシエ株式会社の代表取締役として
会社の経営運営にあたり、経営者としての豊富
な経験・実績を有していることから、当社経営に
資するところが大きいと判断しております。尚、
当社と一般社団法人情報通信設備協会との取
引はなく、日本電信電話株式会社、西日本電
信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・ビジネス
アソシエ株式会社との取引は、連結売上高の
２％未満で、当社の独立性基準を満たしてお
り、一般株主と利益相反のおそれがない独立
性を有していると判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 2 5 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 2 5 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は全ての独立社外取締役及びその同数以下の代表取締役等にて構成される「指名報酬委員会」を設置しており、取締役会の諮問機関として
次の事項について協議し取締役会に対して答申を行っております。

（1）取締役および監査役の選任（株主総会決議事項）に関する事項

（2）代表取締役の選定に関する事項

（3）取締役の報酬体系および年度改定方針に関する事項

（4）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項

（5）その他、取締役会から諮問を受けた事項

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは、期中に必要に応じて適宜会合を行うとともに、四半期毎に会計監査の方針・計画及
び監査結果の報告に関する会合を実施しております。

なお、会計監査人に関する情報については、「２． ２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナン

ス体制の概要）」に記載しております。

内部監査については、監査部により情報管理・リスク管理などに関する内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。

会計監査において内部統制上の課題が発見された場合には、その情報が都度各部門に伝えられ改善が検討されると同時に、内部統制評価の一
環として監査部も当該情報を入手し、各部にフィードバック及び各部の改善状況についてのモニタリングを行い、その状況について社長、取締役
会、監査役及び会計監査人に報告しております。

また、監査役監査との役割調整及び整合性を図るため監査役に対して適宜状況報告を行いながら活動を行っており、監査役は内部監査への立
会い、内部監査結果の報告を受けるほか、社内の状況に関する情報交換を適宜実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

福井 義高 学者

磯田 光男 弁護士

池上 健 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

福井 義高 ○

青山学院大学大学院教授

当社は同大学及び同大学院と特別の利
害関係はありません。

青山学院大学大学院において会計制度・情報

の経済分析の教授であり、財務及び会計につ

いての高度な知見を有していることから、専門

的見地から社外監査役としての職務を適切に

遂行できると判断しております。また、当社の
独立性基準を満たしており、一般株主と利益相
反のおそれがない独立性を有していると判断し
ております。

磯田 光男 ○

弁護士法人三宅法律事務所弁護士

当社は同事務所と特別の利害関係はあり

ません。

株式会社モリタホールディングス社外取締
役

当社は同社と特別の利害関係はありませ
ん。

弁護士としての法律に関する専門知識を活か

し専門的見地から社外監査役としての職務を

適切に遂行できると判断しております。また、当
社の独立性基準を満たしており、一般株主と利
益相反のおそれがない独立性を有していると
判断しております。

池上 健 ○

明治大学専門職大学院教授

当社は同大学及び同大学院と特別の利
害関係はありません。

明治大学専門職大学院において、会計専門職
研究科の教授であり、また税理士の資格を有
し、財務及び会計に関する豊富な知見を有して
いることから、専門的見地から社外監査役とし
ての職務を適切に遂行できると判断しておりま
す。また、当社の独立性基準を満たしており、
一般株主と利益相反のおそれがない独立性を
有していると判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 8 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【社外役員の独立性要件】

社外役員候補者本人及び本人が帰属する企業・団体と長谷工グループ（注）との間に、下記の独立性要件を設ける。なお、社外役員は、下記に定
める独立性要件を就任後も維持し、新たに主要な役職に就任した場合は、本独立性要件に基づき、独立性について再度検証する。

１．現在長谷工グループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人でなく、過去10年間においても長谷工
グループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人であったことがないこと



２．過去５年間のいずれかの事業年度において、長谷工グループの大株主（＊）もしくは長谷工グループが大株主である株式会社の取締役・監査
役・執行役員または使用人であったことがないこと

　　（＊）大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう。

３．長谷工グループの主要な取引先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと

　　（＊）主要な取引先企業とは、直前事業年度および過去３事業年度における長谷工グループとの経常取引の支払額または受取額が、長谷工

　　　　　グループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。

　　　　　なお、競争入札による不動産の取得は、経常取引には該当しないものとするが、当該取引があった場合は、当該取引があったことを有価

　　　　　証券報告書にて開示する。

４．長谷工グループの主要な借入先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと

　　（＊）主要な借入先企業とは、長谷工グループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高が直前事業年度末において、長谷工グ

　　　　　ループまたは当該金融機関の連結総資産の２％以上を占めている金融機関をいう。

５．長谷工グループから多額の寄付（＊）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと

　　（＊）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超えることをいう。

６．長谷工グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと

７．過去５年間のいずれかの事業年度において、長谷工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士または長谷工グループと
顧問契約のある弁護士ならびに長谷工グループと顧問契約のある法律事務所に所属する弁護士であったことがないこと

８．長谷工グループから役員報酬以外に、多額の金銭（＊）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと（財産を得て
いる者が、法人、組合等の団体である場合には、団体に所属する者でないこと）

　　（＊）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超えることをいう。

９．以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者でないこと

　　　（１）長谷工グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（＊）

　　　（２）過去５年間のいずれかの事業年度において、長谷工グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者

　　　（３）上記２．から７．で就任を制限している対象者

　　（＊）重要な使用人とは、執行役員職以上の使用人をいう。但し、株式会社長谷工コーポレーションにおいては、部長職以上の使用人をいう。

１０．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと

注：長谷工グループとは、株式会社長谷工コーポレーションおよび株式会社長谷工コーポレーションの子会社とする。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

株主総会にてご承認頂いた報酬額の範囲内において、期間業績を反映して、役員賞与ならびに業績連動型株式報酬を含めた取締役報酬を決定
しております。なお、役員賞与ならびに業績連動型株式報酬については、普通株式に対する剰余金の配当が行われることを条件としております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

2020年３月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりです。

取締役（社外取締役を除く）10名560百万円

監査役（社外監査役を除く）２名55百万円

社外役員８名76百万円

上記取締役の報酬には、役員株式給付引当金として計上した44百万円を含んでおります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、コーポレートガバナンス基本方針に基づき、当社の取締役の報酬体系に従い、全ての独立社外取締役及びその同数以下の代
表取締役等にて構成される「指名報酬委員会」での協議を踏まえ、社長が取締役の報酬支給基準を作成し、取締役会の決議によって決定してお
ります。また監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。当事業年度における指名報酬委員会は１回開催され、取締役の基本報酬に
関する協議を行うとともに、取締役の基本報酬の支給基準を再確認しました。また、業績連動報酬の算定式および業績指標の達成状況を踏まえ
た業績係数の適用について協議を行い取締役会への上程案を全員一致で承認しました。2021年3月18日の取締役会に於いて提示案通りで決議
しております。



なお、2008年６月27日開催の第91回定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額700百万円以内（但し700百万円の内200百万円に関
しては取締役賞与に対する報酬とし、普通株式に対する剰余金の配当が行われることを支給の条件とする）とし、1994年６月29日開催の第77回定
時株主総会での決議により監査役の報酬額は年額100百万円以内となっております。

また、2017年６月29日開催の第100期定時株主総会において上記報酬限度額とは別枠で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資するこ
とを目的として、取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の導入を決議しており、2020年３月期は44百万円を当該株式報酬
分として計上しております。

［取締役報酬制度の概要］

a報酬の構成

・取締役の報酬は基本報酬（固定報酬）と業績連動報酬にて構成しております。

b基本報酬

・基本報酬は、職位毎に基準額を定め、毎月固定的に支給しております。

・職位・職責・在任年数に応じて当社の業績・従業員給与の水準及び他社水準を考慮しながら総合的に勘案し決定しております。

c業績連動報酬

・業績連動報酬は役員賞与および株式報酬にて構成しており、経営計画達成および企業価値の増大に対するインセンティブ効果が発揮されるこ
とを目的とし業績に応じ加減する仕組みとしております。

・中期経営計画で連結経常利益を具体的な数値目標として掲げていることから連結経常利益の期初予想値に対する達成状況及び前年比増減を
業績連動の指標としております。

・社外取締役、監査役は原則として業績連動報酬の対象外としております。

（役員賞与算定式）

・賞与額＝職位別算定基準額（固定報酬月額）×業績係数（0～6.5）

※期末時点の職位に基づき、原則として毎年6月定時株主総会後に支給

（株式報酬算定式）

・付与ポイント＝職位別算定基準額（固定報酬月額）×業績係数（0～2.0）/一株当たりBBT信託簿価

※期末時点の職位に基づき、原則として毎年6月1日にポイントを付与

※退任時までの累積ポイントを１ポイント＝１株に換算し退任時に給付

・業績係数は、連結経常利益の達成状況及び前年比増減により決定し、専務執行役員以下の取締役については担当部門の業績を加味して決定
しております。

d基本報酬・業績連動報酬（役員賞与・株式報酬）の額に関する割合

・取締役（社外取締役を除く）の基本報酬・業績連動報酬の支給割合は、一定の算式に基づき、業績に応じて変動する仕組みとしております。

・報酬の割合は、基本報酬：役員賞与：株式報酬＝66：26：8を目安とする。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役が出席する取締役会につきましては、経営管理部門より事前に議案概要等の説明を行うこととしております。

社外監査役のサポート体制につきましては、「４． １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況（6）～（8）」に記載しておりま

す。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

大栗　育夫 相談役
社員教育・経験伝承、現経営陣が
求めた場合の助言

常勤・報酬有 2020/06/26 1年更新

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

(1) 当社の取締役会は、各事業部門における専門的知識と経験を備えた取締役が、経営の意思決定と他の取締役の職務執行の監督を行い、経 

営の監視機能の面は、客観的、中立の経営監視の機能として、過半数の社外監査役を含む監査役会による監査が実施される体制をとっておりま 
す。その上で、2016年６月より、豊富な経験と実績を持つ社外取締役を３分の１以上選任することにより、適切な意見や助言を受けて、取締役会に 
おける議論をさらに活性化させ、併せて経営の監視機能を高めることとしており、取締役会の運営と経営の監視機能の面のバランスを踏まえた当 
社として最適な体制の構築を目指して取り組んでおります。 

　取締役会は、毎月１回の定期開催に加えて、必要に応じて臨時での開催を行うこととしており、経営に関する重要な意思決定及び定例報告の 
他、定期的に業務執行取締役より業務執行報告が行われております。構成員は、代表取締役会長辻範明を議長として、池上一夫、谷淳一、谷信 
弘、村川俊之、楢岡祥之、古泉正人、熊野聡、社外取締役として高橋修氏、一村一彦氏、小神正志氏、長崎真美氏、小椋敏勝氏及び常勤監査役 
として近山隆久、田熊宏之並びに社外監査役として福井義高氏、磯田光男氏、池上健氏であります。 

(2) 指名報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性・透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、

取締役会の諮問機関であり、全ての独立社外取締役及びその同数以下の代表取締役等にて構成しております。構成員は、代表取締役社長池上 
一夫を委員長として、辻範明及び社外取締役として高橋修氏、一村一彦氏、小神正志氏、長崎真美氏、小椋敏勝氏であります。 

(3) 取締役会から授権された範囲で日々の業務執行事項に関する意思決定を機動的に行うため、経営会議、２つの業務執行会議である営業執行



会議及び技術執行会議を設置しております。その際、取締役の経営会議及び２つの業務執行会議への参加は一定限度にとどめることで、意思決
定とそれらを監督する機能の役割を分け、責任と権限の明確化を図っております。なお、重要な取締役会決議事項についての事前審議機能につ
いては、経営会議が担っております。

a.経営会議：取締役会決議事項の事前審議、業務執行の意思決定及び中長期的な課題についての意見交換の場として、案件に応じてグループ
各社社長を含め必要なメンバーを招集して開催いたします。構成員は、代表取締役会長辻範明を議長として、池上一夫、谷淳一、谷信弘、村川俊
之、楢岡祥之、古泉正人、熊野聡並びに常勤監査役として近山隆久、田熊宏之であります。 

b.営業執行会議：経営会議で選任された役員により、原則月２回開催いたします。構成員は、代表取締役副社長執行役員谷信弘を議長として、村
川俊之、楢岡祥之、古泉正人、熊野聡及び担当執行役員３名にて構成しております。 

c.技術執行会議：経営会議で選任された役員により、原則月１回開催いたします。構成員は、専務執行役員鶴田高士を議長として、村川俊之、古
泉正人及び担当執行役員等13名にて構成しております。

(4) リスク統括委員会は、四半期に１回の開催に加えて、重大リスク発生時には必要に応じて臨時で開催することとしており、リスク管理に関する

社内規程やリスク予防計画等の策定及び改廃について検討、決定するほか、リスク管理に関する推進方針及び具体策等の討議決定が行われて 
おります。構成員は、代表取締役社長池上一夫を委員長として、谷淳一、谷信弘、村川俊之、楢岡祥之、古泉正人、熊野聡及び担当執行役員10
名にて構成しております。 

(5) 内部監査については、監査部９名により情報管理・リスク管理などに関する内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価を実施しておりま

す。会計監査において内部統制上の課題が発見された場合には、その情報が都度各部門に伝えられ改善が検討されると同時に、内部統制評価
の一環として監査部も当該情報を入手し、各部にフィードバック及び各部の改善状況についてのモニタリングを行い、その状況について社長、取
締役会、監査役及び会計監査人に報告しております。また、監査役監査との役割調整及び整合性を図るため監査役に対して適宜状況報告を行い
ながら活動を行っており、監査役は内部監査への立会い、内部監査結果の報告を受けるほか、社内の状況に関する情報交換を適宜実施しており
ます。

(6) 監査役は、社外監査役３名を含む監査役５名体制のもと、取締役会の他、経営会議、２つの業務執行会議、その他の重要な会議に出席すると

ともに、監査役会を毎月１回の定期開催に加えて、必要に応じて臨時開催しております。また、常勤監査役においては、相互に連携し、経営会議、
２つの業務執行会議・リスク統括委員会その他の重要な会議への出席、内部統制に関してリスク管理担当部門より月次報告を受ける他、取締役
その他役職員へのヒアリング、稟議書・議事録・会議資料・報告書の閲覧等を通じて監査活動を行っております。

尚、監査役の機能強化の一環として、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査部との兼務２人を含む使用人３名を配置し、監査役
の補助業務に関する指示・命令については、監査役から直接行える体制を整備するとともに、当該使用人の人事異動については、事前に常勤監
査役に報告を行い、監査役の使用人に対する指示の実効性を確保することを前提として協議することとしております。

(7) 2020年３月期における会計監査の状況及び報酬等の額は次のとおりであります。

■会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

■継続監査期間

2006年７月以降

（2006年７月に監査役会が一時会計監査人に選任し、その翌年の定時株主総会において、会計監査人に選任されております。）

■ 業務を執行した公認会計士の氏名（継続監査年数は７年を超えていないため記載しておりません。）

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士岡研三

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士鈴木裕司

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士吉田靖史

■ 監査業務に係る補助者の構成：公認会計士16名、その他17名、計33名

■ 会計監査人に対する報酬等の額（連結子会社を含む）

監査証明業務に基づく報酬191百万円

(うち、当社が支払うべき報酬) （98百万円）

非監査業務に基づく報酬28百万円

■会計監査人と同一のネットワークに対する報酬等の額（連結子会社を含む）

非監査業務に基づく報酬９百万円

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の取締役会は、各事業部門における専門的知識と経験を備えた取締役が、経営の意思決定と他の取締役の職務執行の監督を行い、経営

の監視機能の面は、客観的、中立の経営監視の機能として、過半数の社外監査役を含む監査役会による監査が実施される体制をとっておりま

す。その上で、2016年６月より、豊富な経験と実績を持つ社外取締役を３分の１以上選任することにより、適切な意見や助言を受けて、取締役会に
おける議論をさらに活性化させ、併せて経営の監視機能を高めることとしており、取締役会の運営と経営の監視機能の面のバランスを踏まえた当
社として最適な体制の構築を目指して取り組んでおります。　

また、取締役から授権された一定事項の意思決定については、取締役の参加を一定限度にとどめた経営会議、営業執行会議及び技術執行会議
の各執行会議で行うことで、意思決定とそれらを監督する機能の役割を分け、各取締役が他の取締役の職務執行の監督を行える体制をとってお
ります。

さらに、重要な取締役会決議事項についての事前審議機能についても、経営会議が担っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
■ 株主の皆様に十分な検討期間を持っていただくために、法定期限より１週間程度前に

発送することとしております。また、招集通知発送の５営業日前に、当社ウェブサイトに招
集通知を掲載しております。

電磁的方法による議決権の行使
■ 当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）で、インターネットによる

議決権行使が可能です。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

■ 管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）は、株式会社IＣJ が運営す

る議決権行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォー
ムを利用した議決権行使が可能です。

招集通知（要約）の英文での提供
■ 当社ウェブサイトに、英訳招集通知（簡略版）を参考資料として掲載することとしており

ます。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

■ 社長自らが出席する決算説明会を年に２回(５月・11月)開催しております。

■ 電話会議を毎決算発表後に年４回開催しております。

■ 事業説明会又は現場見学会を年に１回程度開催しております。

■ マンション市場に関する説明会を年に２回開催しております。

なし

IR資料のホームページ掲載

■ 当社ウェブサイトに、決算短信・決算説明資料・有価証券報告書・アニュア

ルレポート・適時開示資料等を掲載しております。

■ 英文ページに、決算説明資料・アニュアルレポート・適時開示資料等を掲載

しております。

「IR情報」：https://www.haseko.co.jp/hc/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 ■ ＩＲ部を設置しております。

その他
■ ご希望により登録された方に、ＩＲ情報提供サービス「長谷工ＩＲマガジン」を

電子メールにて、配信しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

■ 「長谷工グループ行動規範」において、株主・顧客・取引先・従業員・社会など各ステー

クホルダーの皆様の立場尊重について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

■「CSRビジョン」を策定し、その実現に向けて「CSR方針」のもとにCSR活動への取り組み
を実施しております。また「CSR行動計画」をグループ全体で策定し、「CSR委員会」を頂点
としたマネジメント体制のもとPDCA管理し、グループ全体へのCSR活動の浸透及び活動の
推進を図っております。なおこれらのCSR活動情報については、当社ウェブサイト・CSR報
告書・CSRハンドブック等へ掲載し、開示及び配布しております。

「CSR」：https://www.haseko.co.jp/hc/csr/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

■「長谷工グループ行動規範」において、「適正な会計・税務処理」「経営情報の開示」等を
掲げ、各種経営情報を適切な時期に的確な内容で開示することを規定しております。



その他

■女性活躍推進に向けた取り組み

グループ各社幹部を中心とした女性活躍推進プロジェクトにおいて、経営層への答申等を
実施。「女性活躍推進室」を設立し、「全ての人が働きやすい環境」を実現すべく、各種制
度・施策の検討・整備を実施しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、お客様本位の事業活動を通じて社会に貢献し、信頼を得ることを経営の基本方針とし、適正な業務執行のための体制を整備・運用してい
くことが経営の重要な責務であるとの認識のもと内部統制システムを構築しております。

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.当社は、企業の存立と継続のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、2003年４月に「長谷工グループ行動規範」
を制定し、全ての取締役、執行役員及び使用人が法令・定款の遵守はもとより、社会規範を尊重し、社会人としての良識と責任をもって行動する
べく社会から信頼される経営体制の確立に努めております。また、コンプライアンスの向上にむけコンプライアンス室を設置し、コンプライアンスに
関する社内規程に従い、コンプライアンスの推進・教育を行うとともに、コンプライアンスに関する相談や法令違反行為等の通報のために内部通報
相談制度を設け、社内と社外を含めた窓口を設置しております。

b.当社は、2005年４月より社長直轄の監査部を設置し、内部監査に関する社内規程に従い当社グループ各部門における諸活動が法令、定款、会
社の規程・方針等に適合し、妥当であるものかどうかを検討・評価し、その結果に基づき改善を行っております。

c.当社は、「長谷工グループ行動規範」を制定しており、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、こ
れらの反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で組織的に対応します。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a.当社は、取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に係る記録並びに取締役及び執行役員が社内規程に基づき決裁した書類等、取締
役及び執行役員の職務の執行に係る情報を法令及び文書管理に関する社内規程に基づき、文書に記載し又は電磁的方法により記録し、保存し
ております。

b.取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる体制を整備しております。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a.当社は、業務執行責任の明確化、事業環境に適した業務執行体制の構築を目的に2005年４月より「執行役員制度」を導入し、執行機能の強化
を進め、取締役会においては、経営の基本方針の決定、業務執行の監督の強化を進めることにより、経営の健全性と効率性を高めていくこととし
ております。

b.当社は、取締役会から授権された範囲で日々の業務執行事項に関する意思決定を機動的に行うため、経営会議、２つの業務執行会議である営
業執行会議及び技術執行会議を設置、重要な取締役会決議事項についての事前審議機能については、経営会議が担うこととしております。ま
た、経営環境及び会社の財政状態に適した決裁権限及び稟議決裁に関する社内規程の整備により、業務執行の効率化と監督機能の強化の両
立に努めております。

c.当社は、全社並びに各営業部門における主要な数値目標を含む事業目標を設定し、各部門においては具体的な施策を立案し執行するととも
に、取締役会、経営会議、２つの業務執行会議である営業執行会議及び技術執行会議における報告を通じてその進捗状況の確認を定期的に
行っております。また、事業目標達成のために、取締役及び執行役員の職務分担及び責任を明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を
確保しております。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a.当社は、様々なリスクに対して、リスク関連情報の収集に努め、リスクの大小や発生可能性に応じて、リスク発生の未然防止策や事前に適切な
対応策を準備することにより、損失の発生を最小限にするべく、2006年４月に設置したリスク統括部（2017年４月にリスク管理部に改称）を中心に
組織的な対応に取り組んでおります。

b.具体的には、経営管理部門の各セクションが連携をとりながら職務の役割に応じて業務執行状況をチェックする体制とし、更に、監査部による
チェック体制を整えております。業務執行の意思決定の記録となる稟議制度においては、2002年４月より決定手続きを電子化する電子稟議システ
ムを導入し、監査役及び経営管理部門がその内容を常時閲覧、チェックできる体制を構築しております。

c.また、取締役会、経営会議、２つの業務執行会議である営業執行会議及び技術執行会議へ付議される案件のうち多数の部署が関わる案件、専
門性の高い案件については、諮問会議・委員会を設けることで、事前の検証を十分に行うとともに、モニタリングが必要なものについては定期的な
報告を義務付けております。

d.加えて、当社及びグループ全体のリスク管理体制の強化を目的として、2006年５月に社長を委員長とするリスク統括委員会を設置し、リスク管理
に関する社内規程に基づき、リスクの横断的な収集、分析、評価、対応を行っていく体制を整備しております。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a.当社及び子会社は、企業集団全体に対して定めた「長谷工グループ行動規範」に基づき、企業集団全体が一体となってコンプライアンス経営の
確立に努めております。

b.子会社は、当社との連携・情報共有を行うことを基本とし、加えて、当該子会社の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の特性を踏まえ
て、内部統制システムの整備を行っております。

c.子会社は、各社での規程に従うほか、重要な事項については当社において定めた規程に従い、当社での稟議決裁又は２つの業務執行会議で
ある営業執行会議及び技術執行会議、経営会議、取締役会での承認・報告を経ることにより、経営管理及びリスク管理の徹底を図っております。

また、監査部は子会社についても内部監査の対象とすることとしております。



d.財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い2008年４月に「財務報告に係る内部統制基本方針」及び財務報告に係る内部統制の構築・評
価に関する社内規程を整備し、これに基づき年度評価基本計画を策定・運用しております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性

に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

a.当社は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査部との兼務２人を含む使用人３名を配置しております。監査役の補助業務に関
する指示・命令については、監査役から直接行える体制を整備するとともに、当該使用人の人事異動については、事前に常勤監査役に報告を行
い、監査役の使用人に対する指示の実効性を確保することを前提として協議することとしております。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

a.当社は、経営会議、２つの業務執行会議である営業執行会議及び技術執行会議、その他の重要な会議への出席、議事録の送付及び電子稟議
システムの常時閲覧等により重要な事項について監査役に報告を行う体制を整備しております。

b.上記の他、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の監査役は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告し、
また、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、監査役に報告することとしております。

ｃ.当社は監査役に上記の報告を行った当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の監査役に対し、当該報告を行ったことを
理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底することとしております。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a.社長は、監査役と相互の意思疎通を図るため、定期的な意見交換を行っております。

b.監査部は、内部監査の計画及び結果の報告を監査役に対しても適宜行い、相互の連携を図っております。

c.監査役会は、取締役会において年間の監査計画及び監査の重点事項を説明し、取締役の協力を求め、取締役はこれに応じることとしておりま
す。

d.当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、その他当該職務の執行について生ずる費用または債務を、監査役の
請求に基づき速やかに支払いまたは弁済することとしております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 基本姿勢

長谷工グループでは、コンプライアンスの確実な実践を重要な経営課題のひとつと位置づけており、これを推進するために「長谷工グループ行動
規範」を定め、全役職員への徹底を図っております。この行動規範の中で、反社会的勢力との関係断絶について「反社会的勢力から不当要求を
受けた場合はこれを拒絶し、関係する企業との取引等も行わない。また、理由の如何を問わず、反社会的勢力を利用してはならない。」と定めてお
ります。

(2) 具体的整備状況

a.基本姿勢の全役職員への徹底

「長谷工グループ行動規範」及び長谷工グループのコンプライアンス推進に向けた基本的な事項を集約した「長谷工グループコンプライアンスブッ
ク」を全役職員に配布し、徹底を図っております。また、必要に応じて外部講師を招いた社内研修会を開催し、反社会的勢力に対する強い姿勢を
共有できるよう教育を行っております。

b.マニュアルの整備

「長谷工グループ行動規範」で示した基本姿勢をより具体的に全役職員の行動に反映させるため、「民事介入暴力対策マニュアル」を作成してお
り、その内容は、1)民事介入暴力の内容解説、2) 会社として対応する基本姿勢と様々なケースへの具体的対応策、3) 各部門での具体的対応策、

4) 関連法令解説等となっております。

c.組織としての対応

反社会的勢力に強い姿勢で対応するためには初期対応が重要であり、最初に反社会的勢力から接触を受けた担当者及びその上司は、会社の
定めた基本方針及び対応マニュアルに従い断固とした姿勢で初期対応を行います。初期対応では解決できないと判断される場合は、総務部、法
務部、リスク管理部が連携し、警察や弁護士等の外部機関のアドバイスも受けながら対応します。

d.外部機関との連携

平素から所轄警察署、警視庁組織犯罪対策課、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会（地域協議会）との連携を図り、反社会的勢力に強い姿勢
で臨めるような体制を構築しています。また民事的対策として、「裁判所に対する仮処分命令の申立」が有効に機能するため、顧問弁護士や民暴
対策に強い法律事務所との連携を強化しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社では、適時開示について主計部を主管部門として、以下の体制によっております。

(1) 会社情報収集

a.当社及び当社子会社において適時開示の対象となる会社情報の共有化及び明確化

b.経営に関する重要事項等(リスク情報を含む)の取締役会、経営会議、営業執行会議及び技術執行会議への付議

c.稟議規程に規定する事項の電子稟議による稟申

d.付議事項・稟申事項等につき関与部門となる主計部、経営企画部及び法務部との相互連携

(2) 適時開示判定

a.収集した情報については、内部管理を徹底するとともに、主計部において係数等も含めた適時開示の要否を判定

b.情報の判定結果について、情報取扱責任者に報告・承認

(3) 外部開示

a.決定事実及び決算情報については、取締役会において決議するとともに、当該情報の開示の実施につき内容及び時刻を報告

b.発生事実については、取締役会において開示内容及び時刻を報告

c.発生事実において、緊急を要する場合には代表取締役報告の上、事後に取締役会へ報告

d.決定・発生後速やかに適時開示を実施



２０１８年１２月２０日～
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適時開示体制に係る社内体制の概略図
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※1.決定事実・決算情報の決議および開示の報告。 
※2.発生事実開示の報告。但し、緊急時は代表取締役報告による。  
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